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札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 内部質保証会議規程 

（目  的） 

第１条 この規程は、札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部（以下「本学」という。）の建学の精神

に則り、本学自らの責任で自主的・自律的な自己点検・評価を行い、その結果をもとにした自己改

善を恒常的・継続的に行うことにより、三つの方針を起点とする教育研究活動及び中長期的な計画

を踏まえた大学運営全般の質を保証することを目的とする。 

（設  置） 

第２条 自己点検・評価及び外部評価の結果を検証する組織として、学長を議長とする内部質保証会

議を置く。 

（組  織） 

第３条 内部質保証会議は次の各号に掲げる者（以下「構成員」という。）をもって組織する。 

⑴ 学長

⑵ 副学長

⑶ 学部長

⑷ 短期大学部長

⑸ 学科長

⑹ 法人本部長

⑺ 事務局長

⑻ ＩＲ推進課長

２ 議長は、必要に応じて構成員以外の者に出席を求め、報告又は意見を求めることができる。 

（任  務） 

第４条 内部質保証会議の任務は、次のとおりとする。 

⑴ 内部質保証に関する施策、自己点検・評価の実施に関する基本方針、点検・評価項目及び評価

活動の実施に関する事項 

⑵ 教学マネジメントに係る目標及び計画の策定に関する事項

⑶ 自己点検・評価の検証と評価結果を踏まえた次年度の行動計画及び改善方策等に関する事項

⑷ 第三者評価の実施に関する事項

⑸ 認証評価の受審に関する事項

⑹ 情報の公開に関する事項

⑺ 前各号に定めるもののほか、内部質保証会議が必要と認めた事項

（運  営） 

第５条 内部質保証会議は学長が招集し、その議長となる。学長に事故のあるとき、又は学長が欠け

たときは、あらかじめ学長が指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。 

２ 内部質保証会議は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は、出席構成員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（下部組織） 

第６条 第４条に掲げる任務を実施するに当たり必要な事項を検討するため、内部質保証会議の下に

11



大短規程第 63050号 

2 

自己点検・評価委員会を置く。 

２ 自己点検・評価活動の方法及び自己点検・評価委員会に関する事項は、別に定める。 

（事  務） 

第７条 この規程に関する事務は、ＩＲ推進課の所管とする。 

（改  廃） 

第８条 この規程の改廃は、大学協議会及び教授会の意見を聴いて学長が行う。 

附 則 

この規程は、2021年１月20日から施行する。 

附 則（2022年４月27日合同教授会） 

この規程の一部改正は、2022年４月１日から施行する。 

附 則（2023年７月 19日合同教授会） 

この規程の一部改正は、2023年９月１日から施行する。 
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